
〔市外転出〕　　

窓
口 申請方法など　（下線は持参するもの）

【マイナンバーカードがある方】
・戸籍住民課で届出後、新しい住所に住み始めた日から１４日以内に、転入先の市区町村に「マイナンバー
カード」または「住民基本台帳カード」を持参し、転入手続きをしてください。

【マイナンバーカードがない方】
・戸籍住民課で「転出証明書」を受け取り、新しい住所に住み始めた日から１４日以内に、転入先の市区町村
に「転出証明書」を持参し、転入手続きをしてください。

【持ち物】
・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、旅券、介護保険証等）
※代理人が届出をする場合、委任状が必要になります。詳細についてはお問合せください。

【その他】
・転出をされる方のうち、マイナンバーカード申請中の方は静岡市での申請手続きが取り止めになりますの
で、転入先の市区町村にて新たに申請をしてください。

・マイナンバーカードをお持ちの方は国外転出のお手続きの際に必ずお持ちください。
・マイナンバーカードの交付を受けている方が国外へ転出する場合、転出予定日の前日までに継続利用手続き
をすることで引き続きマイナンバーカードをご利用いただけます。
・マイナンバーカードに発行されていた署名用電子証明書は国外転出日（異動日）をもって失効しますが、継
続利用手続き後に新しい署名用電子証明書を発行することが可能です。
※代理人が届出をする場合、事前に委任状や照会・回答のお手続きが必要となる場合があります。詳細につい
てはお問合せください。

・戸籍住民課で交付された「転出証明書（マイナンバーカードによる転出をされた方は転出届の写し）」を今
まで通学していた学校に見せて、在学証明書と教科用図書給与証明書の交付を受けてください。（春休み、夏
休み等でも交付しています。月～金曜日）
　※「転出証明書」は転出先の市区町村に提出します。

７
番
窓
口

・戸籍住民課で転出手続きをした後、７番窓口で国民健康保険の喪失手続きと、保険料の精算をしてくださ
い。
※蒲原支所でお手続きの場合、保険料の精算は後日郵送でご案内します。
・「国民健康保険資格確認書」等を持参してください。（「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額
適用認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は合わせて持参してください。）
・世帯主が転出する場合、加入者全員の「国民健康保険資格確認書」等を持参してください。資格確認書等を
差替えます。（「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」をお持ちの方は合わせて持参
してください。）
・修学や施設入所のために転出する場合は、新たに資格確認書又は資格情報のお知らせを発行します。窓口に
お申し出ください。
　※転出先の市区町村へ「転出証明書」を提出すると、新しい資格確認書又は資格情報のお知らせが発行され
ます。
　※マイナンバーの記載を求める場合があります。

・年金事務所へ住所変更の届出が必要な方と、不要な方がいます。
基礎年金番号をご用意の上、ねんきんダイヤルにお問合せください。
ねんきんダイヤル：０５７０－０５－１１６５
（０５０から始まる電話の方は、０３－６７００－１１６５）
※共済年金や企業年金を受給されている方は、各機関にお問合せください。

・国民年金の加入者（自営業､学生等の第１号被保険者）が転出する場合、転出先の市区町村で転入手続きを行
うことにより、国民年金の住所が変更されます。また、使用されていた国民年金保険料の納付書は、全国の金
融機関またはコンビニで引き続きご使用になれます。
※国民年金保険料に関するお問合せは、上記のねんきんダイヤルにお問合せください。

・戸籍住民課で転出手続きをした後、８番窓口で手続きを行います。
・海外へ転出する場合、国民年金の資格は喪失しますが、任意で加入することができます。
・詳しくは、お問合せください。
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・「後期高齢者医療資格確認書」を持参してください。（「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は合わせて持
参してください。）９番窓口で「資格確認書」等の返還手続きをします。「負担区分等証明書」等を発行しま
すので、転出先へ提出してください。（県内他市町へ転出の場合は、「資格確認書」のコピーもお渡ししま
す。）

・受給資格者が届け出てください。
・配偶者・児童のみが転出される場合は、それぞれの個人番号がわかる書類
　※詳しくは給付係（０５４－３５４－２１２０）へお問合せください。
　※海外転出の際は、受給者の変更が必要になる場合があります。

「子ども医療費受給者証」を返却してください。
（郵送可・代理人可）
　※受給者証の返却のみ。届出は必要ありません。
　郵送宛先　〒424-8701　静岡市清水区旭町６番８号　子育て支援課　給付係

・受給資格者が届け出てください。
・児童扶養手当証書（受給者のみ）

・受給者が届け出てください。
・ひとり親家庭等医療費助成金受給者証

・本人が届け出てください。            ※蒲原出張所取扱い不可

入
園
係

・保護者が届け出てください。
（園児が転出する場合は退園届を、家族が転出する場合は変更届を提出していただきます。）
（支給認定証の記載内容に変更が生じる場合には、お手元の支給認定証をご返却ください。）
・転出先の自治体でも、利用申請等の手続きが必要になります。
・静岡市で利用していた（利用している）園にも、転出する旨の報告をお願いします。

清水区役所版

申請場所

☆は蒲原市民センターにおける担当窓口

申請が必要な場合

公立小・中学校の児童生徒が転
出する場合

令和８年１月

１階
戸籍住民課
054-354-2126

(蒲原支所)
☆戸籍住民係
054-385-7760

転出届の提出

10
番
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国外へ転出するとき

後期高齢者医療制度の加入者が
転出する場合

国民健康保険の加入者が転出す
る場合

海外転出する場合

１階
保険年金課

 国民健康保険
 054-354-2141

 国民年金
 054-354-2134

 後期高齢者医療
 054-354-2208

(蒲原支所)
☆税・保険年金係
054-385-7780

８
番
窓
口

［年金受給者］
・国民年金や厚生年金等の受給
者が転出する場合
・60歳以上で、まだ年金を受給
していない方が転出する場合

［年金加入者］
国民年金の加入者が転出する場
合

児童扶養手当受給資格者や対象
児童が転出する場合

母子及び父子並びに寡婦福祉資
金の借受人、連帯借受人又は連
帯保証人が転出する場合

こども園・保育園・幼稚園等に
通園(申込)している児童･父母
及び同居家族が転出する場合

3階
子育て支援課

(蒲原出張所)
☆福祉係
054-385-7790
◆の業務は除く

子ども医療費受給者証の対象児
童が転出する場合

給
付
係

ひとり親家庭等医療費助成金受
給者や対象児童が転出する場合

児童手当の受給者やその児童
（２２歳以下）が転出する場合

静岡市役所 （1／4）
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清水区役所版

申請場所

☆は蒲原市民センターにおける担当窓口

申請が必要な場合

令和８年１月

介
護
保
険
係

介護保険被保険者証等を返却してください。
・要介護認定を受けている（または申請中の）方は、介護保険被保険者証の返却に加え
　介護保険受給資格証明書交付の手続きをしてください。
・介護保険負担割合証等を持っている方は返却してください。

・転出先の自治体で手続きをしてください。
・タクシー券、おむつ券がお手元に残っている場合は返還をお願いします。
・お問い合わせ　　障害者支援課　支援係　０５４－３５４－２１０６

・本人、家族または親族が手続きをしてください。
・療育手帳
・タクシー券、おむつ券がお手元に残っている場合は返還をお願いします。
・お問い合わせ　　障害者支援課　支援係　０５４－３５４－２１０６

・転出先の自治体で手続きをしてください。

・転出先の自治体で手続きをしてください。

・転出先の自治体で手続きをしてください。

・転出先の自治体で手続きをしてください。

・本人、家族または親族が手続きをしてください。
・重度心身障害者医療費受給者証

・転出先の自治体で手続きをしてください。
※ 転出先の居住地ですぐにサービスを利用される場合など、「障害支援区分認定証明書」が必要な方は、転出
前にご相談ください。
　問合せ先　給付係　０５４－３５４－２１６８

土
地
・
家
屋
係

・静岡市に土地・家屋を所有している人が国外へ転出する場合

　窓口にお越しいただくか又はご連絡ください。

　土地係　０５４－３５４－２０８０・２０８１
　家屋係　０５４－３５４－２０８２・２０８３

・1月1日時点で市内に住所があり、前年中一定以上所得がある方が国外転出する場合、又は納税通知書が送
　付された後に国外転出する場合

　市県民税の納付や書類の受領等が困難になる方は、納税管理人の選任が必要となる場合があります。
　窓口にお越しいただくか又はご連絡ください。

　市民税係　０５４－３５４－２０７２・２０７３

・郵便により請求していただくこともできます。詳しくは、静岡市ホームページをご覧いただくか、お問合せ
ください。
   問合せ先　　市民税係（証明・原付）　０５４－３５４－２０７１

原動機付自転車（１２５ｃｃまで）以外の問合せについては下記にお願いします。
 
    バイク（１２５ｃｃ超～）と普通自動車　【静岡運輸支局登録・検査担当　０５０－５５４０－２０５０】
    軽三輪・軽四輪車（６６０ｃｃまで）　　【軽自動車検査協会静岡事務所　０５０－３８１６－１７７６】

身体障害者手帳の所持者が転出
する場合

療育手帳の所持者が転出する場
合

障害福祉サービス受給者が転出
する場合

重度心身障害者医療費助成金受
給者が転出する場合

特別児童扶養手当、重度心身障
害児扶養手当特別障害者手当、
障害児福祉手当、経過的福祉手
当の受給者が転出する場合

２階
清水
市税事務所

（蒲原支所）
☆税・保険年金係
054-385-7770

国外へ転出するとき

１階
高齢介護課

(蒲原出張所）
☆福祉係
054-385-7790

介護保険被保険者証を持ってい
る方が転出する場合

高
齢
者
福
祉
係

自立支援医療(更生医療・精神
通院)受給者が転出する場合

１階
障害者支援課

(蒲原出張所）
☆福祉係
054-385-7790

精神障害者保健福祉手帳所持者
が転出する
場合

心身障害者扶養共済制度に加入
している方が転出する場合

外国人高齢者福祉手当を受けて
いる方（S7.4.1以前に生まれ、
住民登録されており、かつ所得
要件等あり）が転出する場合

静岡市に住民登録があった時の
課税(所得)証明が必要になった
場合

・手続きが必要ですので高齢者福祉課（静岡庁舎）へご連絡ください。
　問合せ先【高齢者福祉課　高齢者支援係　054-221-1201】

市
民
税
係

静岡市役所 （2／4）
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清水区役所版

申請場所

☆は蒲原市民センターにおける担当窓口

申請が必要な場合

令和８年１月

・転出日から３０日以内に転出先の保健所に届け出てください。

・本人または家族が届け出てください。
　※転出先での手続き完了後、受給者証を返還してください。郵送可。

・本人または家族が届け出てください。
　※転出先での手続き完了後、受給者証を返還してください。郵送可。

・本人または家族が届け出てください。
　※転出先での手続き完了後、受給者証を返還してください。郵送可。

・家族が届け出てください。
　※転出先での手続き完了後、養育医療券を返還してください。郵送可。

・静岡市の予防接種シールは転出後は使用できないため、破棄して下さい。
・転出後の接種については、転出先の自治体等で手続きをしてください。

・返還届（退去する１５日前まで。用紙は２階静岡市まちづくり公社にあります。）を提出してください。
・名義人の口座番号等のわかるもの、転出先の住所と電話番号

・２階静岡市まちづくり公社へお問合せください。

・戸籍住民課で転出届出後、異動届（用紙は２階静岡市まちづくり公社にあります。）を提出してください。
・全員が記載されている住民票（転出者に×印のついているもの　続柄・本籍記載）

・転出先の市町村役場で手続きをしてください。

・清水区地域総務課（電話：０５４－３５４－２３６１）まで連絡してください。

・清水区役所地域総務課にお越しください。市営墓地利用者住所変更届出書をお渡しします。
・後日、つぎのものを提出または郵送していただきます。
　市営墓地利用者住所変更届出書、転出先の新住民票、市営墓地利用許可証

 
・電話又は水道使用開始・中止等申し込みフォームからお申し込みください。
・連絡先　【上下水道お客様サービスセンター　電話　０５４－２５１－１１３２】
　受付時間　月曜～金曜（祝日・12/29～1/3を除く）　午前８時３０分～午後７時
　※ただし、３・４月は、土・日・祝日の午前８時３０分～午後５時も受け付けます。
・水道使用開始・中止等申し込みフォーム  https://logoform.jp/form/79j2/448554

動
物
指
導

第
２
係

・転出先の市区町村に届出をしてください。
・マイクロチップが装着された犬の場合は、事前にお電話等で転出先の市区町村にお問合せください。
（問合せ先）　　動物愛護センター                                                       ※市外局番（０５４）
  静岡市清水区役所 ２階　　 　動物愛護第２係（清水区）　　　　　　　　　　　　３５４－２４０３
  静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号　蒲原支所 地域振興係（清水区蒲原・由比）３８５－７７３０
  静岡市葵区産女９５３番地  　動物愛護第１係（葵区・駿河区）　　　　　　　　　２７８－６４０９

３階
保健所
清水支所
054-354-2153

小児慢性特定疾病医療受給者が
転出する場合

被爆者健康手帳を持っている方
が転出する場合

市営住宅の名義人が転出する場
合

犬の飼い主として登録している
方が転出する場合

６階
水道事務所
(水道･下水道)

２階
動物愛護
センター

・水道、下水道のご使用を止め
るとき
・井戸水をご使用で公共下水道
に排水している世帯に人数の変
更があるとき

２階
静岡市
まちづくり公社

市営住宅
054-354-2238

同居人が転出する場合

市営住宅入居世帯全員が転出す
る場合

自立支援医療（育成医療）受給
者が転出する場合

特定医療(指定難病)受給者が転
出する場合

未熟児養育医療受給者が転出す
る場合

予防接種シールの発行を受けた
方が転出する場合

４階
清水区役所
地域総務課
054-354-2361

区
民
生
活
係

戦傷病者手帳を持っている方が転
出する場合

清水大平山霊園利用者（名義人）
が転出する場合

疾
病
対
策
係

戦没者等の遺族に対する特別弔
慰金の申請者が転出する場合

静岡市役所 （3／4）
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清水区役所版

申請場所

☆は蒲原市民センターにおける担当窓口

申請が必要な場合

令和８年１月

・図書館カードを持っている本人か、預かっている家族が届け出てください。

　〔図書館　問合せ先〕※市外局番（０５４）
　　清水中央図書館　　３５４－１３３１　　　　　　　南部図書館　　２８８－２１５１

　　清水興津図書館　　３６０－４３１１　　　　　　　西奈図書館　　２６５－２５５６

　　蒲原図書館　　　　３８８－３４５６　　　　　　　長田図書館　　２５９－７８７８

　　中央図書館　　　　２４７－６７１１　　　　　　　北部図書館　　６５３－１８１７

　　御幸町図書館　　　２５１－１８６８　　　　　　　麻機分館　　　２４８－５０３５

　　藁科図書館　　　　２７８－４１００　　　　　　　美和分館　　　２９６－６５０１

浄
化
槽
推
進
係

・本人または家族が届け出てください。（電話でも可） ０５４－２２１－１２６４

・届出後、戸籍管理課へご連絡ください。
　必要書類をご説明し、市営墓地利用者住所変更届出書を送付いたします。
・後日、次のものを提出または郵送していただきます。
　市営墓地利用者住所変更届出書、転出先の新住民票、市営墓地利用許可証

・届出後、戸籍管理課へご連絡ください。
　必要書類をご説明し、納骨堂利用者住所変更届出書を送付いたします。
・後日、次のものを提出または郵送していただきます。
　納骨堂利用者住所変更届出書、転出先の新住民票、納骨堂利用許可証

静岡庁舎新館
１５階
戸籍管理課
054-221-1297

静岡庁舎新館
１３階
廃棄物対策課

市営納骨堂利用者が転出する場
合

愛宕・沓谷・沼上霊園利用者
（名義人）が転出する場合

し尿くみ取りが廃止になる場
合､または､し尿くみ取りをして
いる家庭で人数が減った場合

霊
園
・
斎
場
係

市立図書館
各館

＜清水庁舎外＞

図書館カードの交付を受けてい
る方が転出する場合

静岡市役所 （4／4）


